
相談体制

• 国、地方公共団体、関係士業団体等が連携し、所有者不明土地法の施行事務及び地方公共団体等が行う用地業務等の円滑化を
図るため、東北地区土地政策推進連携協議会が相談に応じます。

• 地域福利増進事業に関する相談、所有者不明土地に関する個別案件の相談

⇒各県相談窓口までご相談ください。

• 所有者不明土地に関する各種制度の相談

⇒協議会事務局（東北地方整備局用地部用地企画課）までご相談ください。

イメージ

・青森県相談窓口（青森県県土整備部監理課用地・土地利用対策グループ） ＴＥＬ：022-213-7472 ＦＡＸ：022-213-
7472

相談窓口

・青森県相談窓口（県土整備部監理課用地・土地利用対策グループ）
・岩手県相談窓口（県土整備部県土整備企画室用地担当）
・宮城県相談窓口（土木部用地課企画班）
・秋田県相談窓口（建設部建設政策課用地班）
・山形県相談窓口（県土整備部県土利用政策課）
・福島県相談窓口（土木部土木総務課用地室）
・協議会事務局 （東北地方整備局用地部用地企画課土地活用推進係）

相談内容によっては、所有者不明土
地法所管部局に確認
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相談窓口の担当者は、
内容に応じて各構成員
に照会

ＴＥＬ：017-734-9638
ＴＥＬ：019-629-5858
ＴＥＬ：022-211-3122
ＴＥＬ：018-860-2421
ＴＥＬ：023-630-2533
ＴＥＬ：024-521-7464
ＴＥＬ：022-225-2171

協議会の相談窓口について
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